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青森県青 年 育成  

 

54 年 12 月 24 日青森県 第 4  

 59 年 12 月 22 日 第 49  

 平成 年３月 25 日 第 19  

 平成８年 10 月 16 日 第 9  

 平成 10 年 12 月 24 日 第 60  

 平成 11 年 10 月 18 日 第 48  

 平成 11 年 12 月 24 日 第 59  

 平成 14 年３月 27 日 第 48  

 平成 18 年 10 月 16 日 第 85  

 平成 20 年 10 月 17 日 第 59  

                         平成 28 年 月 25 日 第 25  

 

   

 第１  総 （第１ 第 ） 

  第２  施策（第６ 第 10 ）  

  第３  会 の 化（第 11 第 21 の２） 

  第  行 の 等（第 22 第 24 ） 

  第  推 等（第 25 第 27 ） 

  第６  （第 28 第 29 ） 

  第  （第 0 第 ） 

  

 

第１  総  

 （ 的） 

第１  の は、青 年の な育成に関する県 県民の を明らかにし、青 年の な育成に関

する施策の大 を めるとともに、青 年を取 く 会 の 化 青 年の な育成を する

行 の 等について 要な事 を める とによ 、青 年の な育成に資する とを 的とする。 

（平 11 59・一部 ） 

 

 （ 用上の 意） 

第２  の は、青 年の な育成を図るためにのみ 用すべきであつて、いやしくも、 を 用し、

と権 を に するような とがあつてはならない。 

 

 （県の ） 

第３  県は、青 年の な育成を図るための総合的な施策を策 し、 を実施する を有する。 

 

第  （平 11 59） 

 

 （県民の ） 
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第  県民は、青 年の な育成を する 会 の 成に めるとともに、青 年の な育成を

するおそ のある 会 から青 年を するように めな ならない。 

２ 者（ 権を行う者、後 人その他の者で青 年を現に するものをいう。 下 。）は、青 年

を に育成する とが らの である とを く し、あたたかい の中で青 年を 教育す

るように めな ならない。 

３ を 成する者は、 いに協 し、 な く を進める とによつて、青 年を に育成する

ように めな ならない。 

 学校の関 者その他の青 年の育成に携わる関 者 関 は、その職 は活動を通 て、 いに

協 し、青 年を に育成するように めな ならない。 

 民は、 いに協 し、青 年を に育成するように めな ならない。 

 

第２  施策 

 （施策の 本） 

第６  青 年の な育成を図るための県の施策の策 その実施は、県民の 主的な活動を援 し、

進する とを 本として、 的かつ 的にな な ならない。 

 

 （重点施策） 

第  県は、青 年の な育成を図るため、 に げる事 を内容とする施策を重点的に推進するものと

する。 

（１） 青 年 その が行う 主的かつ な活動の  

（２） 青 年の な育成に関する活動の 者の 成 

（３） 青 年の な育成を図るための施 の その 用の 進 

（ ） 青 年を取 く 会 の 化活動 青 年 行 活動の 進 

（ ） な く の 進 

 

 （推進 の ） 

第８  事は、青 年の な育成を図るための施策の推進 の に めな ならない。 

 

 （援 ） 

第  県は、青 年の な育成を図るため 要があるときは、市町村、青 年を に育成する とを

的とする 、青 年を取 く 会 の 化のため営業に関して 主 に める者の 等に対し、

成その他の援 の を講 るものとする。 

 

 （ 等） 

第 10  事は、青 年の な育成を図るため、青 年を取 く 会 青 年の実 を して

その を県民に公開するとともに、関 機関に対して 要な を提 しな ならない。 

 

第３  会 の 化 

 （ ） 

第 11  の 下（第 を く。）において「青 年」とは、18 未 の者（ した者を く。）をいう。 

２ の に第 28 の２第１ 第２ において、 の各 に げる用 の意 は、そ 各
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に めると による。 

（１） 図  その他の出 、 、 画、 、 用フ ルム は が記 てい

るテープ、 、 ク、フ ッ ー ク、シー・ ー・ ムその他の で機 を

用して は を 生するもの 

（２） 特 が  性に関するが に する （図 を く。） 

（３）  その他の人に を加える として 用する とができる  

（ ） 行 画、演 、演  

（ ）  時 は一 の 間 して公 に表 るもので、 、 、は は

に 、 、 その他の 作 等に 出 、 は表 たもの、公 に るちら

し に らに するもの 

（６） 用カード   営業等の 業 の 化等に関する （ 2 年 第 122 。 下

「 」という。）第２ 第 に する 話 性 営業（ 下「 話 性 営業」

という。） は 第 10 に する 話 性 営業（ 下「 話 性 営業」

という。）に関して提 る に る対 を る 的で 行 る その他の  

３ の において「青 年 」とは、 第２ 第１ に する 営業（ 下「 営業」と

いう。）、 第６ に する 性 特 営業（ 下「 性 特 営業」という。）

話 性 営業に る営業 （ 第１ 第 の営業に る営業 を く。） に 第 1

の２第１ 第 に する をいう。 

（平 19・平８ 9・平 10 60・平 14 48・平 18 85・平 20 59・平 28 25・

一部 ） 

 

 （ ） 

第 12  事は、図 、 行 でその内容が の各 のい かに するものを する と

ができる。 

（１） しく青 年の性的 を し、かつ、青 年の な育成を するおそ があると めら るもの 

（２） しく青 年の 性 は 性を し、かつ、青 年の な育成を するおそ があると

めら るもの 

２ 事は、特 が でその 状、 は機 が前 第１ に するもの でその 状、

は機 が 第２ に するものを する とができる。 

３ 前２ の は、 で行わな ならない。 

 事は、第１ は第２ の による をしようとするときは、あらか め、青森県青 年 育成

議会（ 下「 議会」という。）の意 を かな ならない。た し、 を要すると めるとき

は、 の でない。 

 事は、前 た し の によ 議会の意 を かないで第１ は第２ の による をした

ときは、その を 議会に しな ならない。 

６ 前３ の は、第１ は第２ の による の取 しについて 用する。 

 人も、 事に対し、図 、 行、 、特 が は について、第１ は第２ の

による はその取 しをするよう し出る とができる。 

（平 19・平８ 9・平 20 59・一部 ） 

 

 （図 ） 
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第 1  に げる図 は、前 第１ の によ た図 とみなす。 

（１） その他の出 であつて、 、半 若しくは らに い状 での わいな は性 若し

くは に する性行 を とした は した で で めるものを する ー （表

を 。 下 。）が総 ー の３ の１ 上を めるもの 

（２） は が記 ているテープ、 ク、フ ッ ー ク、シー・ ー・ ム

その他の で機 を 用して は を 生するものであつて、 、半 若しくは ら

に い状 での わいな は性 若しくは に する性行 を した で で めるもの

が総 の３ の１ 上を め、 はその の時間が合わ て３ を えるもの 

２ 図 の は を業とする者は、前 第１ の によ た図 は前 の によ

た図 とみな る図 （ 下「 図 等」という。）を青 年に し、 し 、

、 ま 、 か 、 は によつて てはならない。 

３ 図 の は を業とする者は、 図 等 の図 でその内容が の各 のい かに

するものを青 年に し、 し 、 、 ま 、 か 、 は によつて ないよう

に めな ならない。 

（１） 青 年の性的 を し、かつ、青 年の な育成を するおそ があると めら るもの 

（２） 青 年の 性 は 性を し、かつ、青 年の な育成を するおそ があると めら

るもの 

 図 の は を業とする者は、 図 等を するときは、他の図 と して 内の

容 に 通す とができる一 の に くとともに、 の やすい に青 年の は を

する の をするように めな ならない。 

 合 、集会 その他の施 を管理する者は、 施 において 図 等 の図 でその内容が

第３ 各 のい かに するものを青 年に 、 ま 、 は か ないように めな なら

ない。 

（平 19・平８ 9・一部 ） 

 

 （特 が ） 

第 1 の２ に げる特 が は、第 12 第２ の によ た特 が とみなす。 

（１） 下 の 状をしたが  

（２） 用済みの下 （ 用済みと るものを 。） 

（３） ら性 は に する性行 の用に する で で める 状、 は機 を有するもの 

２ 特 が の は を業とする者は、第 12 第２ の によ た特 が

は前 の によ た特 が とみな る特 が （ 下「 特 が 等」と

いう。）を青 年に し、 し 、 し、 は によつて てはならない。 

３ 特 が の は を業とする者は、 特 が 等 の特 が でその 状、

は機 が前 第３ 第１ に するものを青 年に し、 し 、 し、 は によつて

ないように めな ならない。 

 主として特 が の は を業とする者は、 の やすい に青 年の を する

の をするとともに、その営業 に青 年を として ち ら ないように めな ならない。 

（平８ 9・ 加） 

 （ 動 機等への 図 等の 等） 

第 1 の３ 動 機 は 動 出機（ 下「 動 機等」という。）による図 は特 が
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の は を業とする者は、 図 等 は 特 が 等を 動 機等に してはな

らない。 

２ 動 機等による図 は特 が の は を業とする者は、 動 機等に現に

ている図 は特 が について第 12 第１ は第２ の による があつたときは、

のあつた図 は特 が を ちに しな ならない。 

３ 事は、 図 等 は 特 が 等が 動 機等に ているときは、 動 機

等による図 は特 が の は を業とする者に対し、 図 等 は 特

が 等の を る とができる。 

 前３ の は、青 年 に 、かつ、青 年が 図 等 は 特 が 等

を できないように管理 ている 動 機等については、 用しない。 

 動 機等による図 は特 が の は を業とする者は、 図 等 の図

でその内容が第1 第３ 各 のい かに するもの は 特 が 等 の特 が

でその 状、 若しくは機 が 第１ に するものを 動 機等に しないように めな

ならない。 

（平８ 9・ 加） 

 

 （ 動 機等による図 等の 等の 出） 

第 1 の  図 は特 が の は を業とする者で 動 機等による図 は特

が の は をしようとするものは、 動 機等 とに、 は を開 する日の

10 日前までに、 で めると によ 、 に げる事 を 事に 出な ならない。 

（１） は に 人にあつては、その代表者の  

（２） 動 機等を管理する者の  

（３） 動 機等の にその を提 する者の は に 人にあつて

は、その代表者の  

（ ） 動 機等の 式  

（ ） は を開 する年月日 

（６） その他 で める事  

２ 前 の による 出をした者は、 出に る事 のうち で める事 に があつたときは、

その日から 20 日 内に、 で めると によ 、その内容を 事に 出な ならない。 

３ 第１ の による 出をした者は、 出に る は を したときは、その日から 10

日 内に、 で めると によ 、その を 事に 出な ならない。 

 第１ は第２ の による 出をした者は、第１ 第１ から第３ までに げる事 を 出に

る 動 機等の やすい に表 しな ならない。 

（平８ 9・ 加） 

 

 （ ） 

第1 の  の は を業とする者は、第12 第２ の によ た （

下「 」という。）を青 年に し、 し 、 し、 は によつて てはな

らない。 

２ の は を業とする者は、 の でその 状、 は機 が第

1 第３ 第２ に するものを青 年に し、 し 、 し、 は によつて ない
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の は を業とする者は、 図 等 は 特 が 等を 動 機等に してはな

らない。 

２ 動 機等による図 は特 が の は を業とする者は、 動 機等に現に

ている図 は特 が について第 12 第１ は第２ の による があつたときは、

のあつた図 は特 が を ちに しな ならない。 

３ 事は、 図 等 は 特 が 等が 動 機等に ているときは、 動 機

等による図 は特 が の は を業とする者に対し、 図 等 は 特

が 等の を る とができる。 

 前３ の は、青 年 に 、かつ、青 年が 図 等 は 特 が 等

を できないように管理 ている 動 機等については、 用しない。 

 動 機等による図 は特 が の は を業とする者は、 図 等 の図

でその内容が第1 第３ 各 のい かに するもの は 特 が 等 の特 が

でその 状、 若しくは機 が 第１ に するものを 動 機等に しないように めな

ならない。 

（平８ 9・ 加） 

 

 （ 動 機等による図 等の 等の 出） 

第 1 の  図 は特 が の は を業とする者で 動 機等による図 は特

が の は をしようとするものは、 動 機等 とに、 は を開 する日の

10 日前までに、 で めると によ 、 に げる事 を 事に 出な ならない。 

（１） は に 人にあつては、その代表者の  

（２） 動 機等を管理する者の  

（３） 動 機等の にその を提 する者の は に 人にあつて

は、その代表者の  

（ ） 動 機等の 式  

（ ） は を開 する年月日 

（６） その他 で める事  

２ 前 の による 出をした者は、 出に る事 のうち で める事 に があつたときは、

その日から 20 日 内に、 で めると によ 、その内容を 事に 出な ならない。 

３ 第１ の による 出をした者は、 出に る は を したときは、その日から 10

日 内に、 で めると によ 、その を 事に 出な ならない。 

 第１ は第２ の による 出をした者は、第１ 第１ から第３ までに げる事 を 出に

る 動 機等の やすい に表 しな ならない。 

（平８ 9・ 加） 

 

 （ ） 

第1 の  の は を業とする者は、第12 第２ の によ た （

下「 」という。）を青 年に し、 し 、 し、 は によつて てはな

らない。 

２ の は を業とする者は、 の でその 状、 は機 が第

1 第３ 第２ に するものを青 年に し、 し 、 し、 は によつて ない
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ように めな ならない。 

（平 20 59・ 加） 

 

 （ 行） 

第 14  行を行う者は、第 12 第１ の によ た 行（ 下「 行」という。）を青

年に 、 は か てはならない。 

２ 行を行う者は、 行 の 行でその内容が第 1 第３ 各 のい かに するものを青

年に 、 は か ないように めな ならない。 

（平 19・平８ 9・一部 ） 

 

 （ ） 

第 15  主 は の管理者は、第 12 第１ の によ た （ 下「 」

という。）を、青 年の に る に 出し、若しくは表 し、 は青 年に してはならない。 

２ 事は、前 の に違 して を 出し、 は表 している 主 は の管理者に対し、

の その他の 要な を講 べき とを る とができる。 

３ 主 は の管理者は、 の でその内容が第 1 第３ 各 のい かに

するものを、青 年の に る に 出し、若しくは表 し、 は青 年に しないように め

な ならない。 

（平 19・平８ 9・一部 ） 

 

 （ 用カード の 等の ） 

第 15 の２ 人も、青 年に対し、 用カード を し、 し 、 し、 は によつて

てはならない。 

２ 人も、青 年に対し、 話 性 営業 は 話 性 営業に関して提 る

を 用するために 要な 話 、会員 、 等の を教えてはならない。 

（平８ 9・ 加、平 14 48・ 第 15 の 上・一部 ） 

 

 （ 動 機への 用カード の ） 

第 15 の３ 用カード の を業とする者は、 用カード を 動 機に してはならない。 

２ 前 の は、青 年 に 、かつ、青 年が 用カード を できないように管理

ている 動 機については、 用しない。 

（平８ 9・ 加、平 14 48・ 第 15 の 上） 

 

 （ 動 機による 用カード の の 出） 

第 15 の  用カード の を業とする者で 動 機による 用カード の をしようとするもの

は、 動 機 とに、 を開 する日の 10 日前までに、公 委員会 で めると によ 、 に

げる事 を公 委員会に 出な ならない。 

（１） は に 人にあつては、その代表者の  

（２） 動 機を管理する者の  

（３） 動 機の にその を提 する者の は に 人にあつては、

その代表者の  
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（ ） 動 機の 式  

（ ） を開 する年月日 

（６） その他公 委員会 で める事  

２ 前 の による 出をした者は、 出に る事 のうち公 委員会 で める事 に があつ

たときは、その日から 20 日 内に、公 委員会 で めると によ 、その内容を公 委員会に

出な ならない。 

３ 第１ の による 出をした者は、 出に る を したときは、その日から 10 日 内に、

公 委員会 で めると によ 、その を公 委員会に 出な ならない。 

（平８ 9・ 加、平 14 48・ 第 15 の６ 上・一部 ） 

 

 （ 話 性 営業等に る の 出等の ） 

第 15 の  人も、 話 性 営業に る営業 の 若しくは 地若しくは 話 若しく

は 話 性 営業に る 、事 の 地若しくは 話 は 用カード を する

（ 下「 話 性 営業に る営業 の 等」という。）に る （公 に

るちらし に するものを く。 下 の において 。）を 出し、 は表 してはならない。

た し、青 年 に 出 、 は表 る （青 年の に るおそ がないと

めら るものに る。）については、 の でない。 

２ 人も、青 年に対し、 話 性 営業に る営業 の 等に る （公 に る

ちらし に するものに る。）を してはならない。 

３ 人も、 話 性 営業に る営業 の 等を記 した その他の を公 話機の

２ ー ル 内の に いてはならない。 

 察 は、前３ の に違 して は その他の を 出し、表 し、 し、 は いて

いる者に対し、 行 の中 を る とができる。 

（平８ 9・ 加、平 14 48・ 第 15 の 上・一部 ） 

 

 （深 カラ 営業） 

第 15 の６ カラ 営業（ を 、 において に 用機 によ 生 る に

合わ て を行わ る営業をいう。 下 。）を営 者は、深 （ 後 11 時から 日の日の出の時ま

でをいう。 下 。）において、 者が する 合を き、その営業 に青 年を として ち

ら てはならない。 

（平 18 85・ 加） 

 

 ( 等） 

第 15 の  営業 （ 24 年 第 108 ）第２ 第３ に する は 営業 （

25 年 第 158 ）第１ 第２ に する は、青 年が 者の委 を 、 は 意を たと

めら る 合その他 な理 がある 合を き、青 年から （ 営業 第２ 第１ に する

をいう。 下 。）を い 、若しくは の の委 を 、 は （有 を 。）

を に取つて を し てはならない。 

（平 18 85・ 加） 

 

 （ 機営業） 
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第 16  機を て に を る営業を営 者は、 機の 機による の方

からみて、 機による が青 年の 性 は 性を し、かつ、青 年の な育成を

するおそ があると めら るときは、青 年に 機による を ないように めな

ならない。 

２ 機を て に を る営業を営 者は、青 年にその営業 において 機による のた

め の を ないように めな ならない。 

（ 59 49・一部 ） 

 

 （ 業等） 

第 17  業（ 業 （ 2 年 第 1 8 ）第２ 第１ に する 業をいう。） は を

て に を る営業を営 者は、 らの営業に る施 が青 年の 学、 業 は 性

の として 用 る等青 年の なたま とならないように めな ならない。 

（ 59 49・一部 ） 

 

 （ 性 施 ） 

第 18  主として 性を する に は を る営業で 営業に る施 は が で

める要 を たすものを営 者は、 の やすい に青 年の を する の をするととも

に、その営業 に青 年を として ち ら ないように めな ならない。 

（平８ 9・一部 ） 

 

 （深 行等） 

第 19  行を行う者 は を て に 若しくは ー を る営業（ カラ 営業を

く。）を営 者は、深 において、 な理 がある 合を き、その営業 に青 年を として ち

ら ないように めな ならない。 

（ 59 49・平 18 85・一部 ） 

 

 （ 用 ） 

第 20  第 1 第２ 若しくは第３ 、第 1 の２第２ 若しくは第３ 、第 14 、第 16 は第 17

の は、 営業、 性 特 営業、 第２ 第 11 に する特 営業（ 下「特

営業」という。） は を て に を る営業（ 営業 は 性 特

営業に するものを く。 下 。）を営 者が 第 22 第１ 第 （ 第 1 の 2 第 2

第３ において 用する 合を 。） は第 28 第 12 第 の に違 する行 に引き いて

その営業 において行う青 年に対する 図 等の 等の行 については、 用しない。 

２ 第 1 第２ 若しくは第３ 、第 1 の２第２ から第 まで、第 15 、第 15 の６、第 18

は前 の は、 営業、 第２ 第 に する性 関連特 営業、特 営業 は

を て に を る営業を営 者が行う 第 16 、第 22 第１ 第 （ 第 1 の 2

第 2 第３ において 用する 合を 。）、第 28 第 若しくは第８ （ らの を 第 1

の３第１ 、第 1 の８第１ 、第 1 の 1 第１ 第 1 の 18 第１ において 用する 合を

。）、第 10 （ 第 1 の 1 第１ において 用する 合を 。）若しくは第 12 第 は

第 1 の３第３ 第２ の に違 する行 については、 用しない。 

（ 59 49・ 加、平 19・ 第 19 の２ 下、平８ 9・平 10 60・平 14 48・平
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18 85・平 28 25・一部 ） 

 

 （ 主 ） 

第 21  第 1 第３ から第 まで、第 1 の２第３ 第 、第 1 の３第 、第 1 の

第２ 、第 14 第２ 、第 15 第３ に第 16 から第 19 までの （ 下「 主 に関する

」という。）に つて 主 に める者は、 主 に たつて いに協 するように めな

ならない。 

２ 前 に する者の は、 主 についての 策を め、その内容を 成員に るとと

もに、 事に するように めな ならない。 

３ 事は、 主 に関する に つた 主 に めていない者 その に対し、 主 に め

るよう要 する とができる。 

（平 19・平８ 9・平 20 59・一部 ） 

 

  (イン ー ッ の 用 の ） 

第 21 の２ 者 学校の関 者その他の青 年の育成に携わる関 者は、有 （イン ー ッ

の 用によつて ら る でその内容が第 1 第３ 各 のい かに するものをいう。 下

。）を青 年に 、 ま 、 は か ないように めな ならない。 

２ イン ー ッ を 用する とができる を公 の 用に する者は、 を青 年の

用に するに たつては、有 の を する機 を有する フ ェ の活用その他の な方

によ 、有 を青 年に 、 ま 、 は か ないように めな ならない。 

３ イン ー ッ を 用する とができる の 若しくは を業とする者 は特 通

提 者の の 者 の開 に関する （平成 1 年 第 1 7 ）第２ 第

３ に する特 通 提 者は、その事業活動を行うに たつては、有 を青 年に 、

ま 、 は か ないようにするため 要な を提 するように めな ならない。 

（平 18 85・ 加） 

 

第  行 の 等 

 （ 行 はわい つ行 の ） 

第 22  人も、青 年に対し、 行 はわい つ行 をしてはならない。 

２ 人も、青 年に対し、 行 はわい つ行 を教え、 は てはならない。 

 

 （ の提 は の ） 

第 2  人も、青 年が に げる行 をする とを つて らの行 が行わ る を提 し、 は

してはならない。 

（１） 行 はわい つ行  

（２） 大 の 用 

（３） 催 、 は の作用を有する をみ に 用する と。 

（ ） は  

 

 （深 出） 

第 24  者は、深 において、み に青 年を 出 ないように めな ならない。 
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２ 人も、 者の委 を 、 は 意を た 合その他 な理 がある 合を き、深 に青 年を

連 出し、 し、 はとどめてはならない。 

（平 18 85・一部 ） 

 

第  推 等 

 （推 ） 

第 25  事は、 、 画、演 、 の行う活動等でその内容が青 年の な育成にとつて特に有

であると めら るものを、 議会の意 を いた上、推 する とができる。 

（平８ 9・一部 ） 

 

 （表 ） 

第 26  事は、 に げるものを、 議会の意 を いた上、表 する とができる。 

（１） 青 年を に育成するために 的に活動し、その が特に であると めら るもの 

（２） 青 年 はその でその行動 は活動が他の模 になると めら るもの 

 

 （推 等の 出） 

第 27  人も、 事に対し、第 25 の による推 は前 の による表 を行うよう し出る と

ができる。 

 

第６   

 （ ） 

第 28  人も、青 年の な育成を し、 は するおそ がある事実を したときは、 者、

関 機関等に通 する等青 年を するため 要な を講 るように めな ならない。 

 

 （ ） 

第 28 の２ 事は、 の の施行に 要な 度において、 に げる者に対し、 若しくは資料の提

出を 、 はその職員に、 らの者の事 若しくは営業 若しくは図 若しくは特 が に

る 動 機等が する 地若しくは に ち 、関 者に る とができる。 

（１） 図 、特 が は の は を業とする者 

（２） 行を行う者 

（３） 主 は の管理者 

（ ） カラ 営業を営 者 

（ ） 第 15 の に する は  

２ 公 委員会は、 の の施行に 要な 度において、 用カード の を業とする者に対し、 若

しくは資料の提出を 、 は 察職員に、 用カード の を業とする者の事 若しくは営業 若

しくは 用カード に る 動 機が する 地若しくは に ち 、関 者に る とが

できる。 

３ 前２ の によ をする職員 は 察職員は、その を す 明 を携 し、関 者に提

しな ならない。 

 第１ は第２ の による の権 は、 のために めら たものと解 してはならな

い。 
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（平 19・ 加、平８ 9・平 14 48・平 18 85・平 20 59・一部 ） 

 

 （施行事 ） 

第 29  の の施行に関し 要な事 は、 は公 委員会 で める。 

（平８ 9・一部 ） 

 

第   

第 0  第 22 第１ の に違 した者は、２年 下の は 100 下の に する。 

２ 第 22 第２ は第 2 の に違 した者は、６月 下の は 0 下の に する。 

３ の各 のい かに する者は、20 下の は 料に する。 

（１） 第 1 第２ 、第 1 の２第２ 、第 1 の３第１ 、第 1 の 第１ 、第 15 の２、第 15

の３第１ は第 15 の６の に違 した者 

（２） 第 1 の 第１ は第 15 の 第１ の による 出を 、 は の 出をした者 

（３） 第 15 の 第 の による に違 した者 

 の各 のい かに する者は、10 下の は 料に する。 

（１） 第 1 の３第３ は第 15 第２ の による に違 した者 

（２） 第 1 の 第２ 若しくは第３ は第 15 の 第２ 若しくは第３ の による 出を 、

は の 出をした者 

（３） 第 1 の 第 、第 14 第１ 、第 15 の は第 24 第２ の に違 した者 

（ ） 第 15 第１ の に違 して を青 年に した者 

（ ） 第 28 の２第１ 若しくは第２ の に違 して を 、若しくは資料を提出 、若しく

は らの による 若しくは資料の提出について の をし、若しくは の資料を提出し、

は らの による を み、 げ、若しくは した者 

（平 19・平８ 9・平 14 48・平 18 85・平 20 59・一部 ） 

 

第 1  前 第１ 第２ に する者は、青 年の年齢を らない とを理 として を る

とができない。た し、青 年の年齢を らない とについて がないときは、 の でない。 

（平 19・平８ 9・平 14 48・一部 ） 

 

第 2  人の代表者 は 人若しくは人の代理人、 用人その他の 業者が、その 人 は人の業 に関

し、第 0 の違 行 をしたときは、行 者を する か、その 人 は人に対して の は

料 を する。 

（平８ 9・平 14 48・一部 ） 

 

第  第 0 は前 の は、第 0 の違 行 があつた時に青 年であつた者については、 用し

ない。 

 

     

 （施行 日） 

１ の は、 55 年 月１日から施行する。 

 （青森県 機関に関する の一部 ） 
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２ 青森県 機関に関する （ 6年１月青森県 第 14 ）の一部を のように する。 

    のよう  

 （特別職の職員の に関する の一部 ） 

３ 特別職の職員の に関する （ 27 年 月青森県 第 9 ）の一部を のように する。 

    のよう  

  （特別職の職員の 用 に関する の一部 ） 

 特別職の職員の 用 に関する （ 27 年 月青森県 第 4 ）の一部を のように

する。 

    のよう  

    （ 59 年 第 49 ） 

 の は、 60 年２月 1 日から施行する。 

    （平成 年 第 19 ） 

  の は、平成 年 月１日から施行する。 

    （平成８年 第 9 ） 

１  の は、平成 年１月１日から施行する。た し、第 25 の は、公 の日から施行する。 

２ の の施行前に 前の青森県青 年 育成 第 1 第 の によ な た 図

の の は、 後の青森県青 年 育成 （ 下「 後の 」という。）第 1 の３第３

の によ な た 図 等の の とみなす。 

３ の の施行の 現に 後の 第 11 第２ 第１ に する図 （ 下「図 」という。）

は 第２ に する特 が （ 下「特 が 」という。）の は を業とする

者で 動 機 は 動 出機による図 は特 が の は をしているものは、

後の 第1 の 第１ に する図 は特 が の は を業とする者で 動

機等による図 は特 が の は をしようとするものとみなして、 （ に る

を 。）の を 用する。 の 合において、 中「 は を開 する日の 10 日前ま

でに」とあるのは「平成 年１月 1日までに」と、「 に」とあるのは「第１ から第 まで 第６

に」とする。 

 の の施行の日（ 下「施行日」という。）から 10 日を経 する日までに図 は特 が

の は を業とする者で 動 機 は 動 出機による図 は特 が の は

をしようとするものに関する 後の 第 1 の 第１ の の 用については、 中「

は を開 する日の 10 日前までに」とあるのは、「あらか め」とする。 

 の の施行の 現に 後の 第 11 第２ 第 に するテ ンクラ 等営業（ 下

という。）を営 でいる者は、 後の 第 15 の２第１ に するテ ンクラ

等営業を営もうとする者とみなして、 （ に る を 。）の を 用する。 の 合に

おいて、 中「営業を開 する日の 10 日前までに」とあるのは「平成 年１月 1 日までに」と、「

に」とあるのは「第１ から第３ まで、第 第６ に」とする。 

６ 前 の によ み えて 用 る 後の 第 15 の２第１ の による 出をした者で

後の 第15 の３第１ に する 域内でテ ンクラ 等営業を営 でいるものの テ ン

クラ 等営業については、施行日から２年を経 する日までの間は、 の は、 用しない。 

 施行日から10日を経 する日までにテ ンクラ 等営業を営もうとする者に関する 後の 第15

の２第１ の の 用については、 中「営業を開 する日の 10 日前までに」とあるのは、「あら

か め」とする。 
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８ の の施行の 現に 後の 第 11 第２ 第６ に する 用カード （ 下「 用カード

」という。）の を業とする者で 動 機による 用カード の をしているものは、 後の

第15 の６第１ に する 用カード の を業とする者で 動 機による 用カード の

をしようとするものとみなして、 （ に る を 。）の を 用する。 の 合におい

て、 中「 を開 する日の 10 日前までに」とあるのは「平成 年１月 1 日までに」と、「 に」

とあるのは「第１ から第 まで 第６ に」とする。 

 前 の によ み えて 用 る 後の 第 15 の６第１ の による 出に る 動

機については、施行日から３月を経 する日までの間は、 後の 第 15 の 第１ の は、

用しない。 

10 施行日から 10 日を経 する日までに 用カード の を業とする者で 動 機による 用カード

の をしようとするものに関する 後の 第 15 の６第１ の の 用については、 中「

を開 する日の 10 日前までに」とあるのは、「あらか め」とする。 

11 の の施行の 現に 出 、 は表 ている 後の 第 15 の 第１ に するテ

ンクラ 等営業 の 等に る については、施行日から３月を経 する日までの間は、 の

は、 用しない。 

    （平成 10 年 第 60 ） 

 の は、平成 11 年 月１日から施行する。 

       （平成 11 年 第 48 ） 

 の は、児童 、児童 ル に る行 等の 児童の 等に関する （平成 11 年 第

52 ）の施行の日から施行する。 

   （施行の日 平成 11 年 11 月１日） 

    （平成 11 年 第 59 ）  

１ の は、平成 12 年 月１日から施行する。 

    （平成 14 年 第 48 ） 

 の は、平成 14 年 月１日から施行する。 

    （平成 18 年 第 85 ） 

 の は、平成 19 年 月１日から施行する。た し、第 11 第３ の 第 20 の

（「第 15 の下に「、第 15 の６」を加える部 を く。）は、公 の日から施行する。 

    （平成 20 年 第 59 ） 

 の は、平成 21 年 月１日から施行する。 

 （平成 28 年 第 25 ） 

 の は、平成 28 年６月 2 日から施行する。 

－ 191 －



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

青森県子ども・若者白書 

平成 30 年 3 月発行 

 

編集発行 青森県環境生活部      

青少年・男女共同参画課 

    青森市長島一丁目 1番 1 号 

ＴＥＬ 017-734-9226 

ＦＡＸ 017-734-8050 

E-mail seishonen@pref.aomori.lg.jp 


